
農林水産委員会会議記録 

 

農林水産委員長  後藤 慎太郎   
 

１ 日 時 

   令和３年９月２２日（水） 午後１時００分から 

                午後３時５０分まで 

 

２ 場 所 

   第３委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

   後藤慎太郎、阿部長夫、古手川正治、元吉俊博、成迫健児、守永信幸、尾島保彦 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   太田正美、猿渡久子 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   農林水産部長 佐藤章 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第７４号議案のうち本委員会関係部分及び第８２号議案については、可決すべきもの 
といずれも全会一致をもって決定した。 

請願１２については、継続審査とすることを全会一致をもって決定した。 
（２）第７７号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することに全会一 

致をもって決定した。 
（３）県内所管事務調査のまとめとして、執行部から報告を受けた。 

（４）豊肥振興局の組織改正について、大分県農業総合戦略会議の進捗状況について及び大 

分県長期総合計画の実施状況についてなど、執行部から報告を受けた。 

（５）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

（６）参考人招致について協議した。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主任 飛鷹真典 

   政策調査課政策法務班 主幹 清水恵子 



農林水産委員会次第 

 

                    日時：令和３年９月２２日（水）１３：００～ 

場所：第３委員会室   
        

 

１ 開  会 

 

 

２ 農林水産部関係                     １３：００～１５：５０ 

（１）合い議案件の審査（付託委員会：総務企画委員会） 

   第 ７７号議案 大分県税条例の一部改正について 

（２）付託案件の審査 

第 ７４号議案 令和３年度大分県一般会計補正予算（第９号）（本委員会関係部分） 

第 ８２号議案 大分県マリンカルチャーセンターの設置及び管理に関する条例の 

廃止について 

請  願 １２ コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策の意見書の提出に 
ついて    

（３）県内所管事務調査のまとめ 

  ①県内の農業普及指導員について 

（４）諸般の報告 

①令和３年８月１日 豊肥振興局の組織改正について 

②大分県農業総合戦略会議の進捗状況について 

③大分県長期総合計画の実施状況について 

④公社等外郭団体の経営状況報告等について 

⑤大分農業文化公園・大分県都市農村交流研修館の見直しについて 

⑥大分県農業振興地域整備基本方針の変更について 

⑦令和３年度大分県農林水産祭おおいたみのりフェスタについて 

⑧第２１回豊かな国の森づくり大会～全国育樹祭１年前プレイベントについて 

⑨全国豊かな海づくり大会について 

（５）その他 

 

 

３ 協議事項                        １５：５０～１６：００ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）参考人招致について 

（３）その他 

 

 

４ 閉  会 
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別 紙

会議の概要及び結果

後藤委員長 ただいまから、農林水産委員会を

開きます。

本日は、委員外議員として太田議員、猿渡議

員が出席しています。

ここで、委員外議員の方にお願いします。発

言を希望する場合は、委員の質疑の終了後に挙

手し、私から指名を受けた後、長時間にわたら

ないよう、要点を簡潔に御発言願います。

なお、進行状況を勘案しながら進めるので、

委員外議員の皆さんは、あらかじめ御了承願い

ます。

本日審査いただく案件は、今回、総務企画委

員会から合い議のあった議案１件及び付託を受

けた議案２件、請願１件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

初めに、合い議案件の審査に入ります。

総務企画委員会から合い議のあった第７７号

議案大分県税条例の一部改正についてのうち、

本委員会関係部分について、執行部の説明を求

めます。

佐藤農林水産部長 説明に入る前に、地域農業

振興課長の三浦が先日、諸事情により退職し、

後任に水田畑地化・集落営農課長の吉止が地域

農業振興課長に就任、審議監の渕野が水田畑地

化・集落営農課長を兼務する体制になったこと

を御報告します。

さて、農林水産委員会の皆さまには、さきの

臨時議会で延期となった所管事務調査を再開し、

県内各地の農林水産部関係地方機関及び農林水

産業関連施設に足を運んでいただき、誠にあり

がとうございました。

事務調査のまとめとしては、後ほど、県内の

農業普及指導員について担当課長から説明しま

す。

本日は、合い議議案１本、当部補正予算議案

４項目、関係議案１本のほか、農業総合戦略会

議等の報告をするので、よろしくお願いします。

河野森との共生推進室長 資料１ページをお願

いします。総務企画委員会から合い議がかかっ

ている第７７号議案大分県税条例の一部改正に

ついて御説明します。

これは、令和３年６月に鳥獣による農林水産

業等に係る被害の防止のための特別措置法に関

する法律が一部改正され、鳥獣被害対策実施隊

の任命にあたり、意欲と能力を有する多様な人

材の活用に配慮する旨の規定が新設されたこと

により、狩猟税の免除対象を定めた大分県税条

例の引用条項が繰り下げになったことによるも

のです。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと総務企画委員会に

回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

後藤委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。

続いて、付託案件の審査に入ります。

第７４号議案令和３年度大分県一般会計補正

予算（第９号）のうち、本委員会関係部分につ

いて、執行部の説明を求めます。

佐藤農林水産部長 令和３年度大分県一般会計

補正予算（第９号）のうち、農林水産部関係に

ついて御説明します。

農林水産委員会資料２ページの（１）予算を

御覧ください。太枠のとおり、農林水産部では
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３年度９月補正予算案として、７億８，１２３

万３千円を計上しています。

資料３ページの（２）事業の概要を御覧くだ

さい。このうち、１番、園芸産地農地確保緊急

対策事業及び２番、ねぎ産出額１００億円プロ

ジェクト推進事業については、戦略会議の中で

も先行して議論が行われている、ねぎ産出額１

００億円プロジェクトをさらに強力に推し進め

るものです。

大分の白ねぎは市場からの評価も高く、単価

も安定していることなどから、生産者の拡大意

欲が非常に高まっています。この機を逃さず、

意欲ある生産者をしっかり後押ししていきます。

まず、１番、園芸産地農地確保緊急対策事業

２億２，３２４万円です。

この事業は、園芸産地の拡大を加速させるた

め、意欲ある生産者への白ねぎ栽培に適した優

良農地の集積・集約の強化に取り組むものです。

御協力いただける地権者や現耕作者への交付

金を設けるとともに、地元に密着・精通した農

地交渉補助員を設置することで、優良農地の集

積・集約を加速させます。

優良農地の確保は、総合戦略会議の生産者ヒ

アリングでも特に切実な課題としてあげられま

した。このため、本年度各振興局に農地確保の

プロジェクトチームを設置し、後ほど諸般の報

告でも御説明しますが、特に集積の要望が強い

豊肥振興局には８月１日付けで新たに専任の班

を設け、スタッフの増員も行いました。県、市

が一体となって農地の集積・集約の加速に取り

組みます。

次に２番、ねぎ産出額１００億円プロジェク

ト推進事業２，９１２万５千円です。

この事業は、大分県の顔となる園芸品目を育

成するため、令和５年のねぎ産出額１００億円

を目指し規模拡大に取り組む生産者に対し支援

するものです。

広域育苗施設の整備や周年出荷体制確立に向

けた高原地での出作支援のほか、生産者が安心

して規模拡大に取り組めるよう、既決予算の拡

充をあわせ、生産拡大の阻害要因となる項目に

ついて、総合かつ集中的な対策を講じます。

最後に３番、耕地災害復旧関係受託事業５億

２，８８６万８千円です。

こちらについては、資料の４ページ及び５ペ

ージを御覧ください。

この事業は、令和２年７月豪雨により被災し

た農地・農業用施設の本格的な復旧のため、由

布市から水路工事等を受託するものです。

高津原川の上流域で発生した土石流により、

頭首工や水路橋等の重要構造物が流失するなど、

約１．５キロメートルで甚大な被害が出ました。

復旧には、水利計算や構造計算など高度な技

術力やきめ細かな施工管理が必要となることか

ら、由布市からの技術的支援の要請を受け、県

が復旧工事を受託し、早期復旧を図ります。

井迫農林水産企画課長 資料の６ページをお願

いします。繰越明許費について説明します。

これは、本年度の当初予算に計上した公共事

業のうち、災害復旧事業を優先したことなどで

発注が下半期となる事業について、適正工期の

確保や施工時期の平準化などを目的に、繰越限

度額の設定をお願いするものです。

対象事業としては表に記載のとおり、第６款

第３項農地費１３事業１４億９，７００万円、

第４項林業費７事業１８億４千万円、第５項水

産業費６事業２６億７，７００万円、合計２６

事業６０億１，４００万円です。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

尾島委員 園芸産地農地確保緊急対策事業で、

利用権の設定に対して助成することになってい

ますが、一般的に利用権の設定は５年以上だっ

たと思います。それ以上は任意だと思いますが、

５年で１反１０万円とか１０年で１反１０万円

とか期間を定めていますか。その辺の考え方を

教えてください。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 利用

権設定にあたっては期間が大事なので、１０年

をめどにその辺の設定を今、考えています。

尾島委員 これからですか。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 利用

権設定は、これからです。
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尾島委員 その期間を基準として考えるのはこ

れからということですか。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 １０

年を基本に、皆さまにお願いしていくというこ

とです。

尾島委員 ちょっと確認。今の考え方は、１反

当たり１０万円の利用権設定は１０年というこ

とで考えたんですね。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 はい、

そうです。

尾島委員 分かりました。

元吉委員 単純な質問ですが、今の園芸産地農

地確保緊急対策事業のことです。中間管理権を

設定する地権者と、利用権を移転する現耕作者

は、どういう内容なのか。この文言自体がよく

分からない。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 土地

なので、現に名義人となっている地権者や地権

者と異なる耕作者がいるので、地権者に、まず、

そこの土地を利用権設定してよいかということ

で地権者に払うのが１反当たり３万円。そして、

現耕作者が白ねぎではなくて、別の品目を栽培

している場合もあり、そういった方には土地を

移っていただくなどの方法になるので、その場

合には１反当たり１０万円を交付するというこ

とです。

後藤委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。

太田委員外議員 今の関連ですが、利用権を設

定している場合、代替地をあわせて世話も行っ

ているのですか。要するにほかの作物、水稲と

かを現に作っている方が場所を変えるときに、

新しく別の土地を世話するのか、それともその

利用者は終わってしまうのかをお尋ねします。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 いろ

いろなケースがありますが、話合いの中で、私

はもういいわとなればそこで終わりとなります

が、地域全体の農地の在り方を考える中で、こ

っちの方がいいよねという選択肢もあると思う

ので、その場合はあっせん等もできます。場合

によって、その辺は臨機応変に対応します。

太田委員外議員 その場合、別の土地をあっせ

んしたときにもこの１０万円は出ますか。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 今回

のこの園芸産地農地確保緊急対策事業は、白ね

ぎ用地の確保のためなので、現に今回あっせん

する方が別のところに移るときには、この交付

金は出ます。その土地が白ねぎの農地として今

後、耕作されることになればこの交付金が交付

されます。

太田委員外議員 やめた場合は。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 やめ

た場合も出ます。

猿渡委員外議員 大分県は園芸産地化とか畑地

化を盛んに一生懸命取り組んでいますが、食料

自給率は過去最低の３７．１７％になりました。

やはり、米がその食料自給率に大きく影響して

いると思いますが、主食である米を国内で生産

していくという観点は、大分県としてどのよう

に考えていますか。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 やは

り農林水産業の振興で、何が大事かと言うと生

産者がもうかることです。それがまた、地域の

振興になるので、そのためには需要と供給のバ

ランスの中で、マーケットを起点とした生産の

在り方が非常に大事になります。

本県が今、そのために一生懸命取り組んでい

ますが、高収益の園芸品目等、畑地化等を使っ

て水田農業から転換していくことが非常に大事

だと考えます。

後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

後藤委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。

次に、第８２号議案大分県マリンカルチャー

センターの設置及び管理に関する条例の廃止に

ついてですが、本案については関係する文教警
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察委員会に合い議をしていることを申し添えま

す。

それでは、執行部の説明を求めます。

高野漁業管理課長 ７ページを御覧ください。

大分県マリンカルチャーセンターの経緯につい

て報告します。

マリンカルチャーセンターは、海洋に関する

県民の理解を深めるため、約８０億円をかけて

平成４年に設置されました。マンボウフェスタ

や漁業関係者と一緒になったプログラム等を提

供し、県南地域における観光振興・地域振興の

拠点として役割を果たしてきました。

上段の表にお示しのとおり、利用実績は約２

６９万人、うち宿泊は約９０万人でした。年間

利用者数は、開館年度は１７万２，５６３人、

マンボウ公開を開始した平成１０年度のピーク

時には１８万１，０４３人であったものの、休

館前年度には５万４，０２８人まで落ち込みま

した。

また宿泊者数は、開館年度は２万９，９６８

人、平成１０年度は３万７，９４９人、休館前

年度は２万９，９６８人でした。日帰りに比べ、

客単価が高い宿泊者数が伸び悩み、宿泊者数は

設置時の年間推定を一度も達成できませんでし

た。

次に、施設運営については、設立から平成１

７年度まで、県、佐伯市、蒲江町が出資する財

団法人大分県マリンカルチャーセンターが運営

し、県から毎年２億円程度の委託料を支出し、

副館長等に県職員を３名派遣しました。

８ページを御覧ください。利用者数の推移を

示すグラフのとおり、利用者はマンボウを公開

した平成１０年度に１８万人を記録したものの、

それ以降低迷し、県委託料も前ページの表のと

おり２億円程度で高止まりしていました。開館

以来、地域振興を進める上で、ある程度の県費

を投入することはやむを得ないと判断していま

したが、平成１５年度からの行財政改革におい

て、県民に県費の支出額が適正妥当なものと理

解を得られるよう大規模施設の見直しを進め、

平成１８年度からは指定管理者制度を導入しま

した。グラフに赤枠囲いしている部分ですが、

平成１７年度以降、施設の見直しや民間ノウハ

ウの導入等により利用者数は回復し、また県委

託料も約８千万円に半減しました。

９ページを御覧ください。利用者数グラフの

とおり平成２２年度以降は再度低迷し、平成２

５年２月の蒲江から北浦間の高速延長によって、

宮崎県からの利用客が増加したことで一時的に

回復したものの、その後は低迷に転じました。

開館以来初めて、設置時の年間推定８万９，３

６２人を下回るようになりました。低迷の原因

は、点線枠でお示しのとおり、レジャーの多様

化による観光施設間の競争、高速全通による通

過点化、展示物等の陳腐化、家族利用にマッチ

した設備が整っていない等でした。

また有識者や地域関係者を加えて総括し、下

段の二重線枠にお示しのとおり、平成２８年第

４回定例会の古手川委員からの御質問に対して、

知事から、観光宿泊施設の経営者などからは雄

大な海に面した施設としてポテンシャルは高い

という評価をいただく一方で、集客のためには

全面的なリニューアルが必要だ、あるいは施設

規模が大き過ぎて黒字化には相当の工夫が必要

といった意見もいただいていると答弁し、これ

までの枠組みに捉われずに、民間事業者から提

案を募ることとしました。

この総括を元に、平成２９年度第３回行財政

改革推進委員会で指定管理終了後の利活用は、

売却又は貸付けとすると定め、平成３０年４月

から休館しました。

１０ページを御覧ください。平成２９年から

利活用策の公募や施設紹介を進めましたが、具

体的な利活用策の提示には至りませんでした。

民間事業者等からは、やはり施設規模が大き過

ぎる点がネックとされました。その上で、地上

権が令和３年度末で満了するため、地権者であ

る佐伯市に今後の取扱いについて照会しました

が、市は利活用しない、建物等を解体し、土地

を明け渡すよう回答がありました。

県はこの回答を受け、マリンカルチャーセン

ターは長きにわたり多くの皆さまに慣れ親しま

れましたが、その役割を果たしたものとして廃

止に踏み切ることを、最終的に決断したもので
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す。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

阿部副委員長 このマリンカルチャーセンター

の、今の財産価値はどれくらいあるのか伺いた

い。

高野漁業管理課長 県有財産台帳上で本館につ

いては、耐用年数が鉄骨造りで３８年、残存価

格が１４億円です。また、少し古いデータです

が、平成２８年に不動産鑑定をしたところ、価

値は２億円でした。

阿部副委員長 ここに書いているように８０億

円をかけて年間２億円の委託料で、途中から半

額になっても約１００億円ぐらいの金を費やし

ています。なおかつ、財産価値としては１４億

円の簿価が残っていて、それを２年から３年か

け、１０億円もかけて壊すことは、私たちの感

覚としては非常にもったいないと思います。も

う少し、何か利用価値はなかったのか。

これを見ると、３か月の公募期間で応募者が

ゼロだったために公募を諦めて、今度は２６者

に紹介したとあるが、もう少し時間をかけ貸付

けなり売却なり――売却といっても、ただで壊

し賃がいらないだけと思いますが。

この２６者の内訳を聞きたいですが、県外の

力のある大学で研修センターとか、そういった

ところに紹介したのかを確認します。

高野漁業管理課長 まず１点目の利用価値がな

いのかという話ですが、確かに解体については

１０億円が必要と試算されていますが、今後、

もう一つの試算にある、このまま更新するには

１０年間で３０億円、２０年間で４０億円必要

と言われています。それと、民間からの指摘も

あったように、施設の大規模なリニューアルも

含めると、またさらにそれ以上の金額がかかる

ので、全体的なバランスを考えて、今回、解体

の方針を出しました。

それと、２６者について少し詳しく説明する

と、平成２９年度に５者、３０年度に１０者、

令和元年度に６者、２年度に５者で、合計２６

者の民間事業者と協議を行いました。

業種については、宿泊業、観光関連業、建設

業、旅客運送業、食品加工業、水産加工業、不

動産業、投資金融業、コンサルティング業、社

会福祉法人、また、学校法人も含め、多様な業

種に幅広く丁寧に紹介した結果、３か年を要し

ました。ここまで丁寧にやってもなかなか応募

する方が出なかったのは非常に残念です。

阿部副委員長 確かにあれだけ大きいものの維

持管理に金がかかるところは理解します。これ

から、これ以上お金をかけられないということ

も十分分かります。ただ、もう少し努力をして

有効活用する方法を探ってもらいたかったとい

う気持ちは非常にあります。

当初から、計画どおりの数字を一度も到達で

きなかった部分は問題があるんじゃないかな。

当初の計画自体が若干緩かった、甘かったと思

うし、これを議会として１００億円の金をかけ

たものをすぐ廃止して、解体しますからお願い

しますといって、果たして黙ってこれを承認し

ていいのかという気がします。県民の税金を使

ってこれだけのものを、さらにまた税金を使っ

て壊すという部分について、県がどのような評

価をしているのか。ここら辺に対して、やはり

県民に分かりやすく説明する必要があると思い

ます。

誰に責任があるかではなくて、やはりこの事

業については、当初の計画どおりいかなかった

部分があって、当初計画からの甘さがあった。

約３０年間かけ、地域振興のためにやったけど

うまくいかない。これに対しては大変申し訳な

いけど、税金を使ってまた壊すという事業評価

はすり抜けていくべきじゃないと思います。こ

の事業評価をして、県民に説明することが必要

かと思いますが、そこら辺はどう考えますか。

佐藤農林水産部長 委員がおっしゃるとおり、

約８０億円の建設費をかけて運営費等で約２０

億円ちょっと使って、約１００億円以上のお金

をかけています。確かに当初、ある程度の宿泊

を見込んで計画していたようです。場所的に、

当時は高速もなかったし田舎の方なので、行け

ば多分泊まるだろうというのが、確かに当初の

計画を作った中にありました。それで、宿泊者
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の人数が７万人から８万人ぐらいの人数で、ト

ータルとしての観光客は１年当たり９万人ちょ

っと、行った人はほとんどが泊まるという計算

で作成されたと思います。

実際に運営していく中で、入場者数自体は当

初からずっと当初の推定の９万人ぐらいを大き

く上回って、努力してマンボウとかで人気が出

たときは１８万人ぐらいで、トータル２６９万

人の方にあの地域に行っていただいた。もとも

と蒲江の地域が道路も不便で、場所もよくなく

て、ただ、佐伯に地域振興を図っていただきた

いという要望も強くあった中で、あそこにマリ

ンカルチャーを建設したんだと思います。

確かに宿泊者数自体、目標を達成することは

できなかったですが、あそこを訪れた方自体は

年間１０万人を超え、昔、蒲江の地域は大体年

間１２万人から１３万人ぐらいの方が来ていた

ようですが、マリンカルチャーができて、マリ

ンカルチャー単体で見たら１０万人を超える観

光客が訪れたりと、結果として最終的には２６

９万人の方にマリンカルチャーを利用していた

だき、施設自体の利用に効果がなかったとは見

ていません。

ただ、高速が全体で通った後、やはり元々推

計していた９万人ほどの観光客がここ近年では

最後は５万４千人に落ち込んで、なかなかそれ

を回復するめどが立たず、行革推進委員会とか

行革とかの中でいろいろな民間の方の話を入れ

る中で、もっといい利用の仕方がないのかと。

民間の方への貸付けとか売却という路線で議会

に御説明した上で、２９年度以降、売却なり民

間への貸付けを模索したのが現状です。

阿部副委員長 これ以上お金はかけられない、

お金がかかるのは理解します。ただ、今後のた

めにこれだけ大きな事業、これからどういう事

業を大分県でやるか分かりませんが、事業の検

証は、今後にいかすためにやはり必要だと思う

ので、要望しておきたい。事業検証していただ

きたいと思います。

元吉委員 マリンカルチャーの廃止は仕方ない

と思いますが、部長に意見を聞きたいのは本来

農林水産部がこのマリンカルチャーの運営を持

つべきだったのかということです。と言うのが、

予算は農林水産部だけど実際やっていることは、

やはり観光だったりツーリズムなので、そこら

辺を本当に部局横断的に話を詰めてきた経緯が

どのくらいあるのかというのが一つあります。

後で出ますが、私の地元の農業文化公園もそう

ですね。ここも毎年１億３千万円ずつ経費をか

けてやっていますが、これも結果として改善さ

れなければ廃止になりかねないと思います。こ

の一連の、いわば平松県政時代の大型レジャー

物件というか、観光物件。いろいろやりました

が、ほぼ全部失敗というのが結果ですが。

ただ一つ言えるのはずっといい時代、成長の

時代が地方も続いたと思います。私の感覚では、

平成１０年ぐらいまではやっぱりどんどん成長

の時代。厳しいときもあったけど、おおむね右

肩上がりで地方もどんどん成長していく。だか

ら、今考えると県央空港、これは何の役にも立

っていません。このマリンカルチャーでも香り

の森もそうでしょう。ただ、時代が変わってき

た。いい言い方をすれば安定成長ですけど、逆

にマイナスの時代が来たときに、いよいよこれ

は打つ手がなくなったなというのが現実だと思

いますが。

農業文化公園もそうですが、農業予算だから

といって農林水産部が持つべきかはひとつ考え

てもらいたい。やはり集客して、入場料を取る

なり集客して利益を上げることが最大の目的だ

ということをもう少し行政も考えないと、行政

のすることだからもうからなくていいとか、教

育の場だとか、うまいこと言って赤字の逃げ口

を作ってきたと思います。

ただ、担当部長や担当課長が悪いわけでも何

でもなく、大分県行政全体で今後どう取り組む

かという論点に立たないと、後の物件も同じよ

うな結果をもたらす気がします。

農業文化公園については、前から面積を縮め

て集約したらどうかと随分言ってきました。マ

リンカルチャーもそうですが、指定管理を受け

た人に好きなようにしてと、ここを使わないな

ら閉鎖していいとか、農業文化公園にしてもこ

こはもうやぶにしていいとか、自由にやってく
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ださいと。ただ、県の持ち出しを半減させる計

画を作ってくださいというやり方をしたのかを

一つ聞きたい。

そうじゃないと、同じやり方で２億円ずつ減

るわけがないですね。やはりマッチしていない

から同じ結果しか出てこない。だから、指定管

理をする以上、特にこういう収益を上げられる

可能性、ランニングコストの中に組み込まれる

という可能性のある施設については、特にそこ

ら辺を指定管理者に知恵を出させる。もちろん、

変更するには県の承諾もいるけど、実際にそう

いった県の持ち出しを減らすことを目指しても

らうための、自由裁量が与えられていなかった

のではないかという気もします。

そこら辺、所管も含めここだけではなくて、

農林水産部が抱えている県央空港も農業文化公

園もそうですが、今後どういう方向に持ってい

くか部長の考え方を聞かせてください。

佐藤農林水産部長 どこの部で持つかというこ

とですが、マリンカルチャーの元々の目的が、

やはり海洋資源の啓発を含めたマリンスポーツ

の実施による地域の活性化なので、農林水産部

が所管していました。ただ、所管は農林水産部

ですが、当然、利用促進については企画や観光

部局と連携しながら当然やっているので、どこ

が所管して持つのか、各施設については今後の

ビジョンを今年度作るようにしているので、そ

の中でもまた議論します。

さきほど農業文化公園の話もありましたが、

農業文化公園自体は、農業自体を皆さんに知っ

ていただきながら自然に親しんで、自然の中で

楽しんでいただける施設として設置しています。

今、議論の中でさきほど委員もおっしゃったよ

うに、時代の流れの中でどうなのかということ

で、後ほどまた説明しますが、農業文化公園は

このコロナ禍の中で、やはり外で触れ合う、自

然に触れ合う施設としてかなり需要が増えてき

ています。

それから、収益をどこまで追い求めるのか、

民間施設と公の施設でいつも議論をしていると

おり、当然、公益の施設だからといって、いく

らでも金をかければいいというものではないこ

とはおっしゃるとおりです。ただ、収益を生み

ながら利用者にお金をいただきながらやる施設

という形で、どこまですみ分けをしていくかが

非常に大事になります。

例えば、農業文化公園でも１千円ぐらいお金

を取るという形もあるかもしれませんし、そう

すると県民の広く若い世代の人も含め、親子連

れとかが利用するのに果たしていいのか。

年間３０万人近くの方が利用しており、公の

施設として県民に利用してもらうための施設で

あれば、ある程度は無料で利用していただいて、

利用者の満足度を指標にするのも一つの考え方

だと思います。そこのバランスが非常に大事に

なるので、そこを今後、どうするのか在り方に

ついても検討します。

元吉委員 分かりました。農林水産部や部長が

どうというのではなくて、私が言いたいのは、

確かに農業体験をするという意味で農業文化公

園を造りましたと。これは当初の目的でしょう。

それなら、マリンカルチャーも海に親しむ、あ

るいは漁業に触れ合わせるという当初の目的は

そういう名目で省庁の予算、補助金を取ってや

ったと思いますが、実際は観光なんですよね。

遊びなんです。それなら農業文化公園も全く関

係ないオートキャンプ場、花公園みたいな花を

植えたり、実際に農業じゃないわけです。私が

言うのは、農林水産部が本来やるべき仕事は農

林水産業の振興であり、従事者の所得の安定で

あって、そこを本来やるのに、ここに力を注が

なければならないこと自体がおかしいのではと

言っているんです。

例えば、こういうところを賄う部署を作った

ら、そこに全部寄せればいいんです。観光局な

のか分かりませんが、お客を呼んで少しでもお

金をいただくというビジネスに関わる部分につ

いては、そういう部署に集中させる。そうする

と、その部署はそういうことばかりやるわけで

す。坐来にしてもそうでしょう。部局間で本当

に腹を割って話をして、そういう部署を作って

任せないと、本当に今の農林水産部を見たら一

番お荷物ばかりを抱えた大型物件を持っていま

す。だから、そこら辺はやはり県として整理す
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べきだと部長からも強く言ってもらうのがいい

と思います。

そういった意味で、農業文化公園は高速がで

きたし、アクセスは最高にいいです。山と水と

両方があるし、もし民間にそのままやって勝手

にやってくださいと言ったら黒字にできるよう

なロケーションも全部持っています。だから、

そういうところに集中してお客を呼ぶという感

覚でやる事業部、窓口を作るべきです。

坐来も同じように４千万円、５千万円の家賃

は全部県が補助して黒字になったと。よく考え

てみてください。４千万円、５千万円の家賃は

一銭も出さずに、収益と人件費、材料費を払っ

たら黒字になりました。これはどこが黒字です

か、真っ赤っかですよ。

だから、そこら辺がアンテナショップだとか、

子どもたちの学習の場の提供だとか、いろんな

ことで甘んじてそこら辺に話をすり換えるとい

うのは、非常に我々民間から見たら改善するス

ピードと決断が物すごく遅れてくる。それが今

日の結果だと思います。ぜひ部長、踏ん張って

ください。

後藤委員長 今後の検証のために教えてほしい

のが、例えば、８ページに指定管理者制度の導

入効果を書いていますが、運営に民間ノウハウ

を導入――これはサービスの向上、コスト改善

につながることですが、要は、今まではそれが

できていなかったから、指定管理者制度の導入

をした結果、こういう改善ができたという解釈

でいいのでしょうか。一般論とそこに書いてあ

ること、ちょっとそこだけまず教えてもらいた

い。

高野漁業管理課長 おっしゃるとおり、財団法

人の段階では、財団法人の中だけで当然事業等

の計画が練られています。それを指定管理者に

することにより、それぞれ５か年間の協定を県

と指定管理者が全体５年間計画を立てた上で見

直していくというシステムを作っており、いろ

んな行事や経費の見直しの中で、そういった効

果が現れていると考えています。

後藤委員長 私自身は、赤字を垂れ流すよりは

進むも引くも地獄みたいなところで、ある意味

では今回、佐藤部長はじめ皆さんの英断で廃止

としたことは大変な決断で、結果はいいと思い

ます。

ただ、皆さんが言うように３０年間の社会の

変化があるから、最初の時点でこの３０年先、

未来を見通せるわけじゃないので予定どおりい

かないと思います。我々が心配しているのは、

今、これから作ろうとしているものとか、農業

文化公園の話も出ましたが、それも同じような

手法でやることは、当然こういった問題が起き

るのじゃないかという一抹の不安を持っており、

その辺を今回ずっと話をしながら、果たして本

当にできるのかを会派としてもずっと言ってき

た経緯があります。

なので、ここに導入効果として書いています

が、指定管理者に移ってからその辺の効果がど

の程度で出るのか、指定管理者がどういったマ

インドでこういった行政の管理をするのかを検

証し、はっきりと確認しないと。もう任された

からいいやみたいな話を聞いたりもするから、

指定管理者をしっかりと見極めていく必要もあ

るということを、今回のこの話を聞きながら思

ったのがまず１点。

それから、その後、プロジェクトチームが２

８年に分析した低迷の原因がありますが、もは

やここに書いているのがこの問題の全てだと思

います。要は、お金もかかるし、うまくいかな

くなるのがこの時点でむしろ分かっていたと思

いますが、私自身はここから無理に運営してい

く必要はなかったではないかと、ずっと感じて

いました。なかなか低迷の原因を脱するのは難

しいので、皆さんが考えた末に、最終的には売

却、貸付けに進んでいきます。

この辺を今後検証する中で、さらに詳しい専

門家にお願いするとか、本来、農林水産部でや

ることが正しいのか、観光の方がいいのかとか

あるので、その辺を検証していただければ、今

後の県のこういった事業にプラスの効果を生む

のではと感じました。もし何かあれば、部長お

願いします。

佐藤農林水産部長 指定管理者は、やはり任せ

たら任せきりというのは非常に良くないと思い
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ます。指定管理者がきちんとやっているのかど

うか検証は今もしていますが、その検証は本当

にきちんとやるべきで、それをやりながらどこ

まで改善を求めていくか、その時代の流れの中

で、今どうあるべきかも含め、指定管理者制度

をきちんと運用できるように努めます。

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。

太田委員外議員 民間だと、投資と回収が２０

年とか３０年サイクルで一つの事業を終わらせ

て、次のステップに踏み出します。この事業は

８０億円の投資と、別に１０億円県からの委託

料で通算９０億円をかけていますが、実際には

３５億円に売上げが届かないという、そもそも

事業計画そのものが１０年経過したぐらいで破

綻しているのにもかかわらず、見直しをされな

かったところが非常に大きい。

農業文化公園もそうですが、今、県が盛んに

もうかる農業を農家に勧めている割には自分た

ちは赤字の垂れ流しを平気でやってきたことが

やはり根幹にあると思います。やはりそういう

事業を本来するべきではない。だから、県民の

ためにサービスとしてそれだけの税金を使うの

には限界があるのに、今まで認めてきたことは

議会も悪いと思います。だから、やっぱりそれ

はもう時代として３０年前に蒲江町からの機運

で知事が判断したことなので、なかなか今の執

行部にそれを求めても切りがないですが、やは

りこれからのこととして、税金を投入するとき

に事業計画をもう少ししっかりして、やっぱり

１０年、２０年の検証をした上で継続すべきか

どうか検討してほしいです。

佐藤農林水産部長 おっしゃることはよく分か

ります。ただ、行政として何を主眼に置くのか。

確かに投資と回収という民間的な発想は当然大

事ですが、お金の回収だけを求めるのか、満足

度の回収に求めるのかは、行政になると少し違

ってくるところがあります。

ただ、皆さんが満足しているから、いくらお

金をかけてもいいという話でもないのも当然の

ことですし、そこをどこまで効率よく効果的に

県民サービスの向上と満足度を上げていくのか

をきちんとやっていく必要があります。

後藤委員長 ほかにありませんか。

古手川委員 いろんな御意見が出ています。議

員の立場もごもっとも、現執行部としての考え

方もそうだと思います。ただ、やった全ての事

業が失敗しているわけではない。

例えば、ドーム。お荷物だと言われていたが

スポーツ施設を造り、ワールドカップによって

成功して、また新たな形で生まれ変わっていま

す。県南はそういう部分が止まっている。マリ

ンカルチャーも頑張っていました。やっぱり積

極的にいかして、私も会社の研修で使ったり、

プライベートで遊びに行ったり、やっぱりマン

ボウの時期、指定管理になってイタリアンフェ

スタをやったり、いろんな形でそういうものは

ちゃんと見ているし、楽しませていただきまし

た。ただ、いかんせん施設ということで、これ

も時代でしょうから、そういう意味で、それが

次の仕掛け、地元の佐伯市との意見交換、今回

も時間がかかったのは佐伯市との土地の関係と

か、佐伯市がどこまで力を入れてお金を出して

やるのかで、なかなか時間がかかった。やっぱ

りきちんと早めに撤退しないと、そこでだだ漏

れになってしまいます。

そういう意味で、まず皆さんがおっしゃるよ

うに最初の検証のところ、恐れずにやっぱりや

るべきことはやっていただきたいです。難しい

ですが、よろしくお願いします。

後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。なお、本案について合い

議をしていた文教警察委員会の回答は、原案の

とおり可決すべきとのことです。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

後藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

なお、マリンカルチャーセンターの廃止に至

ったこの経験については、他の施設の今後の運

営にいかす必要があります。
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本案件については、これまでに各会派からも

様々な質問や意見があげられており、強い関心

が示されていたことから、委員会の審査の総括

として、廃止に至った経験を今後の施設運営に

いかす必要があるとの結論に至ったとして、一

言、委員長報告に申し添えたいと思いますが、

いかがでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

後藤委員長 では、そのようにします。

具体的な報告の文言については、委員長に御

一任いただきます。

次に、請願１２コロナ禍による米の需給改善

と米価下落の対策の意見書の提出について、執

行部の説明を求めます。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 資料

の１１ページを御覧ください。

コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対

策の意見書の提出についての請願について御説

明します。

米の生産について、資料の①にあるように、

国は平成３０年産から生産数量目標の配分を廃

止し、需要に応じた生産・販売を推進していま

す。

令和３年産の主食用米については、人口減少

等による需要の減退に、新型コロナの影響等に

よる消費減退も加わって、資料の②のグラフに

あるように在庫の過剰に直面しています。これ

により、全国で過去最大規模の６．７万ヘクタ

ールもの作付転換が必要とされています。国は、

このようなコロナ禍における需給と価格の安定

を図るために、需給減少に見合った生産対策と

して、資料の③にあるように令和３年度当初予

算３，０５０億円に加えて、令和２年３月補正

予算で水稲作付けから麦・大豆や園芸品目など

の高収益作物への転換を支援する新市場開拓に

向けた水田リノベーション事業などを計上し、

合計３，４００億円に及ぶ大規模な対策を講じ

ています。

これにより、資料の④に記載のとおり、本年

４月末では全国で対前年比３万７千ヘクタール

の削減にとどまっていた主食用米作付面積が、

６月末時点では６万ヘクタールを超える削減と

なり、７月以降もさらに削減が見込まれると公

表されています。

また、ミニマムアクセス米については、資料

の⑤の表にあるとおり、国が国内加工実需者の

ニーズ等を踏まえた数量を一元的に輸入し、価

格等の面で国産米では十分に対応し難い加工や

飼料への用途を中心に販売するほか、海外食糧

援助に活用し国産米に極力影響を与えないよう

にしています。

さらに、資料の⑥に記載のとおり、米の消費

拡大など必要な対策を推進し、政府備蓄米の子

ども食堂等や子ども宅食へのごはん食の推進を

目的とした無償提供、コロナの影響で販路を失

った生産者、加工業者等の販売促進・販路の多

様化等を支援する対策を講じています。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

守永委員 ミニマムアクセス米の取扱いの量に

ついての記載はありますが、現状、大体どれく

らいの価格で取引されているのかということと、

政府備蓄米を活用した食育の一環として、無償

提供しているということですが、それがどのく

らいの量になるのか教えてください。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 ミニ

マムアクセス米の価格については、詳細な状況

がわかりません。

消費拡大の子ども食堂の実績ですが、全国の

令和３年度の実績として、３０５団体ほど申請

しています。量については３７．２トンが実績

としてあがっています。

守永委員 この無償提供する量が全国で３７ト

ンですから、量的にはそう多くないイメージで

すが、今、大分県下の消費量としていろいろ消

費拡大品目ごとの取組はされてますが、ここし

ばらくどのくらいの量の変化があったのか、様

子を教えてください。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 県内

だけの米の消費量をつかむことは、なかなか難

しいですが、全国ベースでいえば最近は約７０

０万トン程度の消費量で、年々、約１０万トン

ペースで落ちてきているという統計があるので、
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生産量でいえば、大分県が１．２％ぐらいの生

産量があるので、推測で乱暴な計算ですがその

１％とか１．２％とかいった目安になると思い

ます。

黒野水田畑地化推進監 さきほどお尋ねのあっ

たミニマムアクセス米の価格についてです。今、

手元にある資料は令和３年度第１回入札価格で

すが、６０キロ当たり３，３９９円です。

後藤委員長 基本は食用ですよね。

黒野水田畑地化推進監 用途については、ミニ

マムアクセスのうちのＳＢＳは主食用に充てる

分ですが、そちらは枠が１０トンほどあります

が、直近は少なく、１トンから５トン程度で推

移しています。それ以外は飼料や加工といった

用途です。

守永委員 今聞いた価格の３，３９９円、６０

キロは、飼料若しくは加工用で、飼料に回る分

と加工に回る分との平均価格と思っていいわけ

ですね。

黒野水田畑地化推進監 価格の細かい出し方に

ついてはすいません、承知していません。

尾島委員 まだ収穫されていないにもかかわら

ず、今年度の米は、例えば、県北辺りの普通作

は２千円から３千円ぐらいになるのではという

米屋の話をよく聞きます。

ただ、問題はもう安くなっても米がいらんと

いう現状があるのではないか。特にここにもあ

るように、民間在庫は令和２年から３年にかけ

て非常に増えていますね。これは新聞とか農業

新聞などでもいつも記事が載っていますが、業

務用米を中心に民間業者が過剰在庫状況にある。

ということは、もう新しい米ができてもちょっ

と手を出しにくい状況にあると思います。

さきほど米の消費の話が出ましたが、確か一

昨年ぐらいまでの１人当たりの日本人の年間消

費量が５３キロ台で、２年から３年にかけては

この数字が大きく落ち込んでいると思います。

やはり、外食をしなくて巣ごもり需要が伸びた

と言われていますが、米の消費は業務用米を中

心にどんどん利用してもらい、ある意味どんど

ん捨てているという現状があるわけで、この辺

が今までの消費を後押ししてきたが、今、コロ

ナ禍の中でこの状況が大きく変わっている。そ

ういった意味では最近の消費動向、さきほど年

間７００万トンという話が出ましたが、これは

１億２千万人で１人当たり５０キロだから、６

００万トンから７００万トンという数字が自然

と出てくるわけで、この辺が非常に減少してい

ることが、一つ大きな米相場を抑えていること

になっていると思います。

本題の請願ですが、私も米農家で考えてみま

したが、今回、果たして政府が大幅に市場在庫

を買い上げたからといって、相場が回復するの

かという心配はあります。しかし、やはり、市

場に米が過剰にあふれれば、当然ただでもいら

ないという状況が生まれるから、これは何とか

需要と供給のバランスを取るために対策が必要

だと言っておきます。

後藤委員長 私はどちらかというと模範的農業

者だと思っていて、減反政策はなくなったと言

いつつも減反政策の中できちんとルールを守っ

てやっています。

加工用米に変えたりＷＣＳに変えたりとかい

ろんなことをやりながら、農業経営者として米

を市場に出そうという、政府流通なのか消費な

のか分かりませんが、やっているにもかかわら

ず、何でもかんでもいいから米を買い上げろと

いう、そんな虫のいい話はないと思います。

そもそも、そういうルールを守った農家の米

を買い上げてくれと言うなら、こういう意見書

が上がってくるのも分かるし、それを言うんだ

ったら、全部政府が管理して農協の倉庫の米を

全部買い上げて、緊急支援米という形で外国に

米を出した時期があるので、食糧管理法があっ

た時代に戻せばいいと個人的には思います。

それで、この政府米として買い上げた分を、

今、貧困で困っている方とかに出すのは皆さん

納得すると思いますが、ただ米を買い上げろと

いったら、ＢＳＥの事件のときに外国から買っ

た牛肉を国産だといって出すのと変わらないよ

うな事件が起こると思うし、配ること自体がな

かなか難しいと個人的には思います。なかなか

難しい問題と思いますが、いかがでしょうか、

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 農林
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水産業の振興という意味で言えば、米だけでは

なくてほかの作物もあわせて、マーケットの中

で動いていくことが基本です。それをうまく回

していくのが国の役割だと思うので、そこをや

はり推進していくために転換をしっかりと進め

ていくことが基本になると思います。

後藤委員長 大分県としては、もうかる農業の

推進も含め、米価も下がっているので、もうか

る畑作に変えていかければならないという考え

につながってくるということですね。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 そう

いうことです。買上げは、それとは全く反対の

ベクトルになるので、市場原理を崩していく気

もします。

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑ありま

せんか。

猿渡委員外議員 この請願で言っているのは、

単に買い上げてくれという話ではなく、市場か

ら隔離せよという趣旨ですよね。

私は一般質問の中でも関連する質問をしまし

たが、今も言われましたけれども、そのときに

備蓄米を無償で学校給食や子ども食堂などに配

付していますが、その説明のときに、大分県で

４件の実績という答弁でした。４件は、４か所

の子ども食堂なりに継続的に出しているという

ことなのか、４回供給したという意味なのか、

その辺を教えていただきたい。

また、今、バイトもできず１日１食しか食べ

られない学生もいたりして、そういう学生を含

め、いろんな団体が食料提供や、いろんな物資

の提供とかをやっています。そういうところに

この備蓄米を供給できているのか。たくさんの

団体がいろんなところで子ども食堂なりやって

いますが、そこで本当に、大いに活用できてい

るなら分かりますが、どのような周知をやって

いるのか、その辺を少し教えてください。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 今年

度実績の４件ですが、継続してというより、そ

れぞれの団体が国に申請して配付を受けている

ので、継続ではありません。今年度、この４件

の団体がそれぞれしっかり申請しています。

それから、この子ども食堂とかに提供してい

るのは、大きな考え方として米の消費拡大の一

環というところもあり、食育もあわせて子ども

に理解してもらうところを基本にやっている活

動なので、幅広いところに配付するということ

ではないようです。

猿渡委員外議員 だから、この請願の趣旨とし

ては、やはり市場から隔離せよということと、

一方では、ここのグラフにあるように在庫の量

は増えているし、今、話があったように余って

いる状況がある。そういう中で、一方では、コ

ロナ禍で食べ物にも本当に困っている状況があ

る。そこをやはり、この時代に食べ物にも困る

という状況を解決する。やはりそれは提供すべ

きではないかということとあわせての趣旨なわ

けですね。だから、ぜひこれは必要なことだと

私は考えています。

守永委員 一つだけ執行部の意見を伺いたいで

すが、この請願の中で、新型コロナウイルスの

感染拡大による需要の消失からということで、

今の新型コロナウイルス対策の様々な影響によ

って、米の需要が消失していると言っています。

さきほど、尾島委員が言われた商業的に外食

産業の需要が減っている部分がこれに当てはま

る気はしますが、コロナ禍における米の需要の

改善策みたいなものは何か検討されたことはあ

るのでしょうか。

実際、このコロナ禍における米の需要に与え

ている影響が、私らが言う部分とほかに何かこ

ういう影響で米の需要が減る方向に動いている

という要素があれば、教えてください。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 コロ

ナ禍における対応ですが、基本、コロナにおい

ても最終的には需要と供給の関係になるかと思

うので、そこをやはりしっかり見定めていって、

例えば、飼料米等に転換を図っていくのが大前

提になるかと思います。

あわせて、消費という部分も大切になるので、

やはりそこは地道な部分ですが、消費拡大を訴

えていく取組を進めていかざるを得ない気がし

ます。

後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕
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後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より本請願の取扱いについて協議します。

請願１２の取扱いについて、いかがいたしま

しょうか。

尾島委員 継続でいいのでは。

後藤委員長 それでは、継続審査の声があった

ので、継続審査についてお諮りします。

本請願については、継続審査とすべきものと

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

後藤委員長 御異議がないので、本請願は継続

審査とすべきものと決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、去る５月１３日から８月４日にかけて

実施しました、県内所管事務調査のまとめにつ

いて、執行部より説明をお願いします。

吉止地域農業振興課長 資料の１２ページを御

覧ください。

県内の農業普及指導員について、現況を御報

告します。県では、現在、振興局に１７６名、

広域普及指導員１８名の計１９４名の農業普及

指導員を配置しており、このうち男性職員は１

２１名、女性職員が７３名で女性職員の割合は

３７．６％です。

振興局の農業普及組織については、今年度か

らさらに地域に密着し、市町村等の関係機関と

の連携を強化した普及指導活動に取り組むため、

今年４月に生産流通部の組織改正を行いました。

改正の内容は、昨年度まで園芸戦略品目を中

心とする部門・品目担当制としていた野菜班と

果樹・花き班を統合再編して、振興局ごとに地

域担当制の園芸班を１から３班体制で設置した

等となっています。新たな体制で、地域との連

携をより強化して、水田畑地化による高収益作

物の導入推進や、各市町村が策定する園芸団地

づくり計画の実現に向けた取組等を進めていま

す。

１３ページを御覧ください。普及指導員の主

な業務としては、５年単位及び単年度ごとの普

及指導計画の作成と、この計画に基づいて行う

新技術の普及拡大を中心とした農業者への個別

指導や講習会等の開催、経営相談への対応、各

種補助事業や制度の活用支援、新規就農者の確

保、新規品目の産地化や既存品目の産地拡大等

に向けた関係者との調整・合意形成など、幅広

い活動に取り組んでいます。

これらの業務は、農協と連携しながら取り組

んでいますが、農協の営農指導員は、農産物集

出荷施設での出荷販売業務などを兼務している

職員が多く、農業者への技術指導を行う時間が

十分に確保できていない状況のため、基本技術

や新技術に関する個別指導や経営相談への対応

については、普及指導員が中心となって行って

います。

今年３月に県と農業団体で設立した大分県農

業総合戦略会議では、農協の営農指導強化につ

いて協議を進めており、今後も県と農協が連携

しながら部会活動の強化による産地のボトムア

ップと営農指導員の確保・資質向上と対応力強

化の取組を進め、営農指導体制の強化を図って

いく予定です。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

守永委員 １２ページの１番の表の中で、広域

普及指導員の人数が書いていますが、この中で

研究職と兼務されている方は何人いるか教えて

ください。

吉止地域農業振興課長 本年度から県庁に全て

広域普及指導員を配置しており、研究職との兼

務はありません。

阿部副委員長 昨日の戦略会議の勉強会でも少

し発言しましたが、この営農の普及指導員の配

置と言うか、異動、転勤が当然あるから、転勤

の際に、同一品目での転勤はしっかりやってい

かないと。うちの方のみかん農家から、前の普

及指導員は非常に詳しくよく教えてくれたが、

今度来た人はなしの指導員でよく分からない。

県は、そういう異動があるのかと言われました。

そこら辺については、農業戦略会議の中間取

りまとめの中でも触れているので、しっかりと

そこら辺の異動を、同時品目で転勤ができるよ

うに調整をぜひお願いします。

吉止地域農業振興課長 普及業務の継続性はし
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っかり考えながら、できる限りそれに沿うよう

な形で人事を考えます。

佐藤農林水産部長 普及員もそうですが、実際

の細かいところの日々の営農はやはり農協の営

農指導員が担うところなので、今回の改革の中

で、農協はそこを原則として本来のところに立

ち返って、農協が営農指導をきちんとできる体

制をまず目指します。

県の普及員についても当然、継続性があるの

で、普及員も継続できるような形の中でやりま

すが、そこは農協の営農指導員とタッグを組ん

で、より強固な体制で農家にいろんな支援がで

きるようにしていきます。

阿部副委員長 私は、この件については前回一

般質問をしましたが、本当に農協の指導員と県

の普及指導員が連携を取ってやるのが一番いい

と思います。

ただ、私のところでいえば旧ＪＡ杵築はそれ

がある程度できていましたが、県一農協になっ

てから、今までの指導員はどこに行ったのかと

いうぐらいに配置が少ないですね。そこら辺も

県から指導していただいて、ＪＡと県の普及指

導員が連携が取れるような体制を、ＪＡ側にも

持ってもらうように、ぜひ、そこら辺の指導を

お願いします。

成迫委員 １２ページの普及指導員の指導員数

について、南部振興局がほかの振興局に比べて

非常に少ないですが、これは人口の割合とか、

何かそういったので数が決まっているとかがあ

りますか。

吉止地域農業振興課長 今回の組織改編で基本

的にはさきほど説明したとおり、市町村で地域

分担制を織り込んでいます。地域分担制は、市

町村ごとに普及指導員を配置するのが基本で、

南部の場合は１市なので、このような配置とな

っています。

古手川委員 まだ、実質は３、４か月ですが、

組織改編をした現場の感想というか、従来と違

った形の業務なりが入ってきた中で、実際の農

家とお話ししたり、御自身たちが日々仕事を進

めていく中での課題だとか、何かそういう感想

的な情報があれば教えてください。

それともう１点、部長、今おっしゃったよう

に農協の人を育てなければいけない、地域ごと

の農協の営農指導員というか普及員というか、

数を入れていただいて、大分の中心以外はほと

んどいないと私は認識しているが、そういうと

ころに育てていかなければならない。お金がな

い農協の中に、新たな人員をしてそこでしばら

く人を育てる余裕はないと思う。育てようとし

たときに、かなり県が抱えなければならないと

いう部分に対しての雇う支援、そこに専従させ

るだけの余裕、それプラス、ノウハウの伝授と

いうか、地域の先駆的な農家を使ってという案

も出ており、これは非常にすばらしいことだと

思いますが、その辺をちょっと伺います。

吉止地域農業振興課長 それでは、私から組織

改編に対する意見について御説明します。

まず、関係する市町村あるいはＪＡからは、

市、町等の担当が明確になって、連携が取りや

すくなったというところ。それから、市町村ご

とで会議等があり、そこについても会議開催な

どが容易にできるようになったという報告を受

けています。特に農家の方からは、やはり担当

窓口がはっきり明確になって、立ち寄りやすく

なったという意見も伺っています。大きな支障

はないと聞いています。

佐藤農林水産部長 戦略会議の話合いの中でも

出ていましたが、農協としては確かに委員がお

っしゃるとおり、今現在の人数は限られている

ので、その中でまずはどう育てていくのかが一

つあります。そこについて、県の普及員の研修

は県で行っていますが、当然そこにも農協の営

農指導員の人に参加していただき、資質の向上

を図っていただきたいので、農協の職員も県の

研修に参加してもらいたいと思っています。育

成はそういう形でやっていきます。

あと、確かに短期的には急に上達するわけで

もないので、さきほど言われた指導する立場と

して先駆的農家の方を確保することもあるでし

ょうし、雇うところは農協がどこまで考えるか

ですが、その辺についても今後ちょっと考えま

す。まだ、具体的には案はありません。

古手川委員 普及員の仕事が変わっていく中で、
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改善されつつあることは理解ができます。ただ、

阿部副委員長もおっしゃるように、普及員もみ

かんならみかんと限られた形ですから、そこを

うまい具合に回していただくという部分に注意

しながら進めていただきたい。

それと、ここにも農協も兼務の仕事の中でと

あるように、一番は業務改善だと思いますが、

それをやりながら、経費を膨らませずに今の人

員の中での整理を求めていかなければいけない

だろうと思います。非常に大変な部分なので、

ただこれが基本になって、５年たつとまた変わ

った形になると思うので、ぜひ今後とも力を入

れて、引き続きお願いします。

元吉委員 営農指導員について実態を伺いたい

ですが、例えば、四日市農協とか宇佐農協とか

いろいろ合併していますが、人員が減ったから

営農指導員がいないのか、それとも、元々そう

いう人材が育っていなかったのか。何となく、

私の子どもの頃の記憶から、農協の職員に本当

に営農指導をするだけの知識と能力のあった人

がいたのかは非常に疑問ですが、そこら辺はど

うだったんでしょうか。

安藤団体指導・金融課長 農協の職員、確かに

今、営農指導員も若返っており、昔は単協がそ

れぞれにあった頃はそれなりの人たちがその地

域の作物に付いている状態でしたので、それが

だんだん若返るにつれて、今、端境期みたいな

形になって技術が追い付いていかないという問

題が出ています。

さきほども言ったように、県農協の場合です

が、今までは出荷しないことにはだめなので集

出荷業務をメインに行っていましたが、今年か

ら県農協も営農支援を本店に作り、専任化を図

るということで、その集出荷業務をやる人と専

業で農家を回る人を分けようと努力しています。

ただ、さきほども言ったように人数が不足して

いる部分もあったりして、どうしてもきれいに

分けられていない事情等もあるのも確かです。

そういう中での専任化というところで、さき

ほど教育の話がありましたが、今でも県の普及

員の研修にいつでも参加してくださいという形

でやっています。やはり、農繁期には集出荷業

務が毎日あり、タイミングによって行けない状

況もあるので、そこら辺も今、農協とどうやっ

たら出られるのかを検討しています。

元吉委員 現状のＪＡの実態というか、職員の

人数も経験も含めてですが、例えば、こねぎで

したらこねぎを実際やってきた農家を嘱託業務

みたいに営農指導員に委嘱するとかやらないと、

なかなか育たない。新しく、こねぎの生産農家

になりたい若者の指導を農協の職員ができるか

と言うと、非常に難しい気がします。だから、

トマト農家とかで後継者もいて、メインで作業

をせずに補助的な立場になった年配の方たちに、

営農指導員として委嘱をして進めるとかいう形

を取らないと難しいと思いますが、そこら辺ど

うでしょうか。

安藤団体指導・金融課長 その部分も、大山町

農協が農家に委嘱し、その人に検証してもらう

制度を持っています。戦略会議の中で大山町農

協から教えていただいたので、それを各農協で

も制度化できないか検討も始めています。

加えて、県農協の場合は、やはり年齢層が若

くなり指導員が足りないので、通常は６名程度

だったと思いますが、県職員のＯＢが広域指導

員として入って広域で若手を指導する体制も取

っています。

後藤委員長 私から２点ほど。

県の女性普及員は、本当に優秀な方が多いと

思います。数字で見ても女性が増えていますが、

やはり女性が地域に出て行ったときの大変さも

あると思うし、私はこういった女性普及員の活

躍を見ていて、まだまだ活躍していただきたい

と思います。

今年度どこかで、特に女性普及員に何人か来

ていただいて、実際どういった所で作物割がい

いのかという話などを伺うために勉強会をした

いので、部長にも、ぜひそういったことをお願

いします。

また、農協にも普及員を増やすのは、採用時

から専門職を雇うわけではないし、農協でも行

きたくない人も多いので、それはなかなか難し

いと個人的には思います。

ただ、そうは言っても、県が柑橘センターと
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か戦略品目ネクストとかをやっているので、せ

めてそこぐらいは、農協に１年か２年ぐらい本

気を出して、県に勉強に来てくれと言ってもい

いと思います。やっぱりそれぐらいしないと、

県がいくら頑張っても農協が頑張らないので。

私も佐藤部長が言われたとおりだと思うし、そ

のためにも、農協で普及員をしっかり育ててく

れと言ってもいいと思うので、お願いします。

その点について何かあれば。

佐藤農林水産部長 私も女性普及員はコミュニ

ケーション能力が高く、非常に優秀だと思いま

す。ぜひ、勉強会をしていただき、いろんな方

の話を聞いていただければと思います。

それと、農協の営農指導員にどこまで求める

かですが、例えば、九州各県で営農指導員の割

合を見ると大分県はかなり低く、やはり他県で

農業で算出額が上がっているところは、農協が

かなり頑張っているところが多いです。そうい

った意味では、今回の非常事態宣言もそうです

し、戦略会議もそうですが、いい機会だと思っ

ています。

農協には、やっぱりここで踏ん張って頑張っ

てもらうのが一番いいので、そのためには県と

してもできる限り支援し、連携して農協と県と

生産者と当然市町村も入れて一体となって農業

政策をやっていく体制をこの会議の中で整えた

いので、御指導をお願いします。

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で県内所管事務調査のまとめを終わります。

ここで、１０分間休憩します。

午後２時４４分休憩

午後２時５４分再開

後藤委員長 それでは再開します。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。

それでは①と②の報告をお願いします。

佐藤農林水産部長 資料の１４ページを御覧く

ださい。令和３年８月１日の豊肥振興局の組織

改正について御説明します。

豊肥振興局の組織機構図です。図の改正後の

欄の中ほど、下線を引いている箇所を御覧くだ

さい。豊肥地域において農業産出額増加の基盤

となる農地集積を加速させるため、令和３年８

月１日に豊肥振興局農山村振興部に農地集積推

進班を設置しました。豊肥地域は、園芸品目の

生産拡大の期待が大きい地域であり、優良な農

地の確保が喫緊の課題となっています。そのた

め、９月１日からはさらに豊後大野市、竹田市

からの派遣職員も受け入れて、全力で農地の確

保に取り組んでいます。

井迫農林水産企画課長 大分県農業戦略会議で

は、先月８月３１日に第２回の会議を開催し、

これまでの作業部会における協議を踏まえて、

今後の議論の方向性等について中間取りまとめ

を行ったので、概要を説明します。

資料の１５ページをお願いします。本会議で

は、課題解決の鍵は現場にあるという原点に立

ち返り、本県農業のあるべき姿について、これ

まで延べ６００人を超える農業者からヒアリン

グを行い、議論を重ねてきました。中間取りま

とめでは、設置した四つの作業部会ごとに方向

性と主要論点を示し、１５ページから１６ペー

ジの内容で公表していますが、本日はその項目

ごとに別途説明資料を準備しているので、そち

らで説明します。

１８ページを御覧ください。まず園芸振興に

ついてです。園芸については、一番上の課題の

欄にあるとおり、議論の中で生産者、農業団体、

行政の目標共有が不十分ではないか、産地拡大

に対する市町村の役割が不明瞭である等の課題

が示されました。これを受けて、中間取りまと

めでは今後の支援方針として、まずは、中段の

①のとおり、生産者と農協等が一体となり、市

町とともに産地拡大を図る品目を重点的に支援

することを基本に据えた上で、その右側の②の

とおり、拡大に向けて短期集中的に支援を行う

品目、また、③で示す生産者のチャレンジを支

援する品目を定めて支援すべきという方向性に

至ったところです。

次ページを御覧ください。畜産分野では、規

模拡大が進まない原因について、個別の経営体
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支援では解決できない構造的な部分にあると位

置付けました。その上で増頭や品質向上、人材

育成等の課題に対しては、県域の拠点としてキ

ャトルステーションの整備を進めること、また、

環境対策や耕畜連携については、農協組織を絡

めた県域のシステムを構築することで、解決を

図る方向性を示しました。

２０ページをお開きください。担い手・経営

体の確保・育成についてです。この分野につい

ては、既存経営体がしっかりもうかることが、

次の担い手確保の礎になるという考えをベース

に議論が進められました。具体的な方向性とし

ては、経営体の育成対策として生産者からの声

が多かった学び続ける環境の整備や、親元就農

者による規模拡大や早期独立という流れの構築

を掲げています。こうして育成した、もうかる

経営体を目指す経営体の姿として示すことによ

って、新規就業者の確保につなげるというサイ

クルを目指します。

２１ページを御覧ください。営農指導、販売

強化を通じた農協改革です。こちらについては、

左下の枠に示していますが、まずは農協の営農

指導体制の確立が第一です。農協からも営農指

導員の確保と専任化を行う意思が示されている

ので、県としても普及指導員との連携の強化等

を図りしっかり支えます。また、部会強化とい

う新しい方向性も示されています。販売につい

ては１円でも高く売り、コストを１円でも下げ

られるよう、一元分荷体制の構築、全農も含め

た農協系統全体の流通改革を進めます。

今後は、１０月の最終取りまとめに向けて、

引き続き各作業部会において、農業団体や市町

村の担当者等を交えて議論を深めていく予定で

す。戦略会議については、引き続き、随時、委

員の皆さまへ状況を御報告しながら進めるので、

よろしくお願いします。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

元吉委員 県は、もちろん生産額の目標を示し

ますが、農家はもうかる利益を基準にした目標

額を立ててもらいたいとよく言います。難しい

ですが、我々は売上額、生産額はいくらが目標

だというだけではなくて、実際にどういう業種

はどれだけもうけが出ているのか、あるいはど

こまで利益を上げるのかという目標が欲しいと

いう声をよく耳にします。そこら辺について、

どんな検討をしているのか聞かせてください。

井迫農林水産企画課長 個別の農家でもうかる

ところは、それぞれの経営を具体化しなければ

ならないところですが、今現在の戦略会議の中

で、そこに当てはまる議論としては、担い手の

確保・育成であげているモデル経営体の確立と

いう部分です。正しく大分県の農業でもうかる

効率的な経営、もうかる経営とはどういうもの

なのか大分県内にある経営体、経営者の方々と

もきちんと研究を進めてお示しします。

阿部副委員長 あえて私は言いますが、中間手

数料の部分で、中間搾取とは言いませんが、こ

れはやはり農家が汗水流して作ったものを少し

でも農家の実入りが良くなるように、中間マー

ジンを１円でも安く。全農の施設とか運営管理

とか人件費とか、組織の上にかかる費用は分か

りますが、これを言い続けないと、やはり少し

でもそこを削って農家の手取りが増えるような

ことを考えていただく、全農あたりにその気に

なってもらう。

これはもう、誰かが言わないと縮まりません。

ですから私はあえて言わせてもらいますが、そ

こら辺を事あるごとに県も指導の段階で声をあ

げてもらいたいです。よろしくお願いします。

守永委員 農協との議論の中で、大規模農家、

大規模経営農家に対する対応策みたいなものは

何か話題にはならなかったでしょうか。

井迫農林水産企画課長 取り立てて、系統利用

者の経営規模の大小が、検討の中で重要事項と

してあがったことはありません。実態を踏まえ

ても、県域では大規模な生産者が系統の利用を

非常に良いものとして捉えている、そういった

意見もむしろ聞こえていて、大規模対策という

より産地育成というのが総合戦略会議での主要

な論点としてあがったところです。

古手川委員 説明の中では、畜産のキャトルス

テーションが非常に有効だとしています。以前
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からキャトルステーションの話は出ていますが、

これを何らかの形で来年度に向けてやっていく

という受け止め方でいいでしょうか。

梅木畜産振興課長 キャトルステーションの来

年度に向けた動きについてお答えします。

先週、県農協に伺って、県として支援できる

ことに関しては支援する上で、県農協として来

年度のキャトルステーションはどういう活動を

するかという話をしています。

まず第１点として、キャトルステーションの

土地の問題、土地の取得から始まってきます。

そうなると、県農協自体での固定資産の取得と

なり、まず最初に経営管理委員会に上申して、

そこで承認を受けることから始まります。現時

点で県農協としては、まだ経営管理委員会に上

げる状況ではないが、年度内中には承認を得た

いということなので、うまくいって年度内に土

地の取得の準備ができ、来年度には今考えてい

る農業高校の農場の一部取得を行い、その後造

成となります。造成については、今、地盤の調

査等を行っており、どういう造成方法で行うの

かという問題等も出てくるので、来年度に向け

ては土地の取得とまず造成、そして、施設整備

に向けた計画を作るという目標になります。

古手川委員 計画と年月がいるのはよく分かり

ます。ただ、そこまで待てるのでしょうか。私

がいつもお話しする中で、どうしても設備が絡

んでくると３年、５年かかってきて、そこから

実際の現場が動き始め、そこから牛がとなった

とき、１０年かかると。だから、こういう形を

踏まなければならないのはよく分かりますが、

メインでどんと出てきたから、私はすぐやって

くれるんだろうと勝手に解釈をしたのですが、

そこのギャップがあり過ぎるので。

それと、県農協の今の経営状況も大変だと聞

いているので、できれば県で整備してリースか

何かで貸せるような形でも考えられるのかなと。

とにかく最短であれば、県農協と県で試行錯誤

をして、そこに元気を出して一つのシンボルみ

たいな形のものがいると思うので、その中に畜

産、キャトルステーションがなり得る案件と思

うので、ぜひそういうことも含めてもう一度検

討していただきい。要望で結構です。

佐藤農林水産部長 畜産については話合いの中

で、キャトルステーションが人材育成から生産

性の向上、増頭対策、新規の方を入れるなど、

いろいろなことに対して有効だと出ているので、

できるだけ早く農協にはやる方向を示していた

だきたいと思います。一緒になって検討してい

くので、農協の今の財政状況とかも勘案しなが

ら、できることはなにかも含め、今、政策会議

の中で一緒に議論させていただいています。

古手川委員 その辺が一番の課題であって、そ

こをどう打ち破るかなので、ぜひ何かシンボル

的なもの――これはやるんだという形で見せて

いただいて、ここから変えていくという県の意

気込みと、農協の内部でもやはりそういう意気

込みの中で、今の雰囲気を変えていく。

県南キャトルステーションは非常にうまく運

営されているとは言いながら、常務理事もおい

ででしたが、それを増やしていくとか、そうい

う気概は残念ながら感じられなかった。だから、

これから県の畜産をどうするかということが、

わずか１時間そこらですけど私は感じられなか

ったので、やはりもう一歩、二歩と県が入って

やっていただきたい。人的にも、ぜひ県の研究

者、若い方がそこに一緒になってやることも私

は一つの大きな改革になるのじゃないか、そし

て、いい経験になると感じているので、また引

き続き、予算に向けてお話ししたいと思います。

後藤委員長 昨日も丁寧に説明していただきま

したが、ちょっと確認ですが、生産者のヒアリ

ング調査で農協指導員からも聞き取りしている

と思います。私は日本の農業問題はこの土地の、

農地の問題だと思っているから、今、優良農地

の確保とここに出ていますが、現状でその聞き

取りした方々の認識とか課題とかどう思ってい

るのか、もしその会議の中で出ていたら教えて

ください。

井迫農林水産企画課長 実際ヒアリングを通し

て、同じ意見が多数寄せられたと認識していま

す。やはりまとまった農地がないというのが一

番ありました。ヒアリングそのものではなくて、

現場の方の話を聞くと、個別的な交渉ができな



- 19 -

いことはなくて、ある程度あるでしょうけど、

やはりまとまって確保するのが非常に難しいと

いうのが共通的な課題として見受けられました。

委員がおっしゃるように、相続人が不明とか

そういった支障も、全体としてはあると認識し

ていますが、ヒアリングの中では、まとまりと

いうのが一番農地に関する課題として多く寄せ

られたと認識しています。

後藤委員長 昨日も話しましたが、やはり本当

に皆さんが感じている以上に、農地の確保は本

当に難しくなっています。新規就農者が増えた

り企業参入をきっちりやればやるほど、農地問

題は大きくなります。

農地をしっかり２０年近く確保してやるには、

利用権設定とかもいいですが、やはりちゃんと

したい人は所有してもいいという方も結構いま

す。そのときに足かせになるのが、相続の時に

登記していないので、この問題は物すごく大き

くて、登記費用だけでも畑の金額を超えるのじ

ゃないかというぐらい――例えば、農村に住も

うという人であれば、ここでの話じゃないかも

しれませんが、例えば、建物、滅失登記してい

ないから、この滅失登記だけでも数万円かかり

ます。

なので、大分県でそういった農業をする方の

ために、本当にするのであれば、大分県はそう

いった相続が起きた時にはきっちりと農業委員

会に届出を出すような制度をしっかり作ってい

く必要があると思うし、今、国で罰則をやって

いますが、なかなかそれも難しいと思う。これ

は財産権の問題とかありますから。

ただ、大分県の農業を強くする大前提として、

これから１０年も２０年もきっちりやるんだっ

たら、この農地問題をやっぱりやっておかない

と借りる方も不安でしょうし、今、土地はこれ

からもっと細切れになって大変なことになると

私は本当に感じているので、ぜひその辺は一緒

になってしていただきたい。

それと、会派にも寄せられていますが、司法

書士会、土地家屋調査士会、行政書士会が農業

委員会にもしっかり言って手続等をやりたいと

言っているので、何とかその辺は行政の皆さん

の力も借りてこの問題に取り組みたいと思って

います。農業総合戦略会議の中では、農協は多

分できないと思うから、ぜひ今後しっかりとこ

の議論を進めていただきたいので、どうかよろ

しくお願いします。

委員外議員の方は、御質疑はあませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

③と④の報告をお願いします。

井迫農林水産企画課長 お手元の別冊資料大分

県長期総合計画の実施状況についてを御覧くだ

さい。安心・活力・発展プラン２０１５の令和

２年度の農林水産部関係の実績について御報告

します。なお、机上にはまち・ひと・しごと創

生大分県総合戦略基本目標・ＫＰＩ達成状況を

別紙としてお配りしています。この施策ＫＰＩ

はプラン２０１５の目標指標と同じものを使用

していますので、内容についてはプラン２０１

５の資料により説明します。

資料の１５７ページをお願いします。農林水

産部では、左上の政策名にある、挑戦と努力が

報われる農林水産業の実現を政策目標として掲

げ、Ⅲの政策を構成する施策の評価結果に記載

している、１構造改革の更なる加速から４元気

で豊かな農山漁村づくりまでの四つの施策に取

り組んでいます。以下、施策ごとの実績を順に

説明します。

１５８ページをお願いします。施策名、構造

改革の更なる加速です。Ⅱの目標指標は、農林

水産業による創出額です。令和元年度の創出額

は目標値２，３６９億円に対し、実績値は２，

１９４億円、達成度は９２．６％となりました。

次に内訳ですが、農業産出額は、ねぎやトマ

ト等で生産が拡大したものの、暖冬による生産

量の増加で価格が低下したことなどから目標値

を下回りました。林業は、堅調な国産材需要を

背景に素材生産量が増加し、おおむね目標を達

成、水産業は、養殖業のクロマグロやブリ類の

生産増などにより目標値を上回りました。

１５９ページを御覧ください。一番下のⅦ今

後の施策展開です。農業産出額向上に向けては

農業総合戦略会議を設置し、生産者、農業団体、
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行政が一体となった改革に取り組んでいます。

特に規模拡大の大きな課題となっている農地の

確保に向けては、早急に市町村等との協働体制

を確立し、ねぎ産出額１００億円プロジェクト

等の達成を目指すため、本定例会においても補

正予算案を計上しています。

１６８ページをお願いします。マーケットイ

ンの商品（もの）づくりの加速です。Ⅱの目標

指標のⅰ戦略品目の産出額は、令和元年度の目

標値９６３億円に対し、実績値９０９億円、達

成度は９４．４％となりました。

農業では、さきほど御説明したとおり、冬場

の価格低迷等により目標値を下回り、林業では、

堅調な国産材需要を背景に素材生産量が増加し

た一方で、乾しいたけの暖冬・小雨による不作

などで、前年度と同額の１９９億円となり目標

値を下回りました。水産業では養殖クロマグロ

やブリ類の生産量増加により目標値を上回りま

した。

目標指標のⅱ農林水産物輸出額は米国向けの

牛肉や中国向けの丸太の取引量の増加等により

過去最高の２８．９億円を記録したものの、コ

ロナ禍による外食需要の減少により、米国や欧

州向けの養殖ブリ、養殖クロマグロ等の輸出が

低調であったため、目標値を下回りました。

１６９ページを御覧ください。一番下の今後

の施策展開ですが、ベリーツやうまみだけ、か

ぼす養殖魚などの特徴ある農林水産物について、

生産・流通拡大を進めます。また、食品企業と

の連携を継続するとともに、出荷先を安定的に

確保するための販路の多チャンネル化、効率的

な広域流通体制の在り方の検討を進めます。

１８２ページをお願いします。産地を牽引す

る担い手の確保・育成では、Ⅱにある、農林水

産業への新規就業者数と中核的経営体数を目標

指標としています。新規就業者数は、令和２年

度の目標値４５３人に対し、実績値４６８人、

達成度は１０３．３％となりました。

オンライン就業相談会やＳＮＳでの情報発信

を行うとともに、感染症対策を講じた上で、県

内外での移住・就業合同相談会を開催しました。

また、就農学校等の研修制度、県独自の給付金

制度など就業支援制度の充実により、新規就業

者数は、これまでで最多となりました。中核的

経営体数は、農業法人数は目標を下回りました

が、林業、漁業は目標を達成しています。

１８３ページを御覧ください。一番下のⅦ今

後の施策展開ですが、就業初期の負担軽減など、

円滑な経営開始等を支援するとともに産地等を

牽引する大規模な担い手や参入企業などの確保

・育成に取り組みます。

１９２ページをお願いします。元気で豊かな

農山漁村づくりです。Ⅱの目標指標のうち、下

段の有害鳥獣による農林水産業被害額では防護

柵の計画的な設置等を推進してきた結果、被害

額はこれまでで最小の１億６，５００万円とな

りました。

１９３ページを御覧ください。一番下の今後

の施策展開ですが、世界農業遺産ブランドの活

用や日本型直接支払制度のさらなる活用、アラ

イグマ被害対策の強化などによる鳥獣被害の減

少等により、元気で豊かな農山漁村づくりに取

り組みます。

井迫農林水産企画課長 農林水産部が所管する

公社等外郭団体の経営状況等について御報告し

ます。

お手元の青い表紙の資料、県出資法人等の経

営状況報告概要書の２ページの目次を御覧くだ

さい。

当部が所管する団体は、出資比率２５％以上

等の指定団体が、Ｎｏ．１５からＮｏ．２０ま

での６団体、次ページの出資比率２５％未満の

その他の出資等団体が、Ｎｏ．１１からＮｏ．

１４までの４団体、合計１０団体です。

本日は、出資比率２５％以上の指定団体のう

ち、委託料や補助金等の財政的関与の高い５団

体について、経営状況等を順次、担当課長から

御説明します。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 ２０

ページを御覧ください。公益社団法人大分県農

業農村振興公社についてです。

項目４の令和２年度決算状況は、３，９０６

万３千円の黒字となっています。

項目５の問題点及び懸案事項及び項目６対策
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及び処理状況についてです。

農業文化公園の入園者数は、新型コロナの影

響により上半期は前年度比５７％でしたが、下

半期はコキアフェスタ等が好評で年間では８３

％まで持ち直しました。

今後も、四季折々の見どころづくり等により

入園者数の増加を図ります。

次に２１ページを御覧ください。一般財団法

人大分県主要農作物改善協会についてです。

項目４の決算状況は、１，０８２万５千円の

黒字となっています。

項目５及び項目６についてですが、稲・麦・

大豆の種子確保においては、種子の供給不足や

過剰在庫が生じないよう計画的採種に努める必

要があり、特に新品種では、作付推進と連動し

た種子生産が重要です。

今後も、大分県主要農作物種子制度基本要綱

の趣旨に基づき、品種ごとの需要動向を勘案し

た計画的な種子生産を実施し、安定的な種子の

供給を継続します。

梅木畜産振興課長 報告資料の２３ページを御

覧ください。公益社団法人大分県畜産協会です。

項目４の決算状況については、９２４万４千

円の黒字となっています。

項目５の及び項目６についてですが、引き続

き経営の安定化を図るとともに職員の退職等を

見据え、人材の採用、育成を行い事業展開を確

実に進めるよう指導します。

吉川林務管理課長 報告資料２４ページを御覧

ください。公益財団法人森林ネットおおいたで

す。

項目４の決算状況については、１，０１４万

１千円の黒字となっています。

項目５及び項目６についてですが、中期経営

計画に基づき、引き続き安定した経営に努めま

す。

大屋水産振興課長 報告資料の２５ページをお

願いします。公益社団法人大分県漁業公社です。

項目４の決算状況についてです。国東事業場

の建て替えに伴う旧施設の解体工事費３，２０

２万９千円を捻出したことで、下線の箇所のと

おり２，４７５万９千円の赤字となっています。

しかしながら、当期経常増減額は７６０万円で

通常の種苗生産事業では６年連続の黒字決算と

なっています。

項目５及び項目６についてですが、令和３年

度以降も解体工事を予定していることから、引

き続き、工事の効率的な執行や経費削減に努め

ます。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 別に御質疑等もないので、次に⑤

の報告をお願いします。

吉止地域農業振興課長 農林水産委員会資料の

２２ページを御覧ください。大分農業文化公園

等の見直しについて、現況を御報告します。企

業、アウトドア、観光分野等の外部有識者７名

で構成する検討委員会において、約半年間議論

を経て、今月、知事に提言書を提出いただきま

した。

その概要ですが、まず現状に対する評価につ

いては公園の管理状況や、近年の来園者数増加

については、全委員から高く評価いただく一方、

来園者数目標３３万人の達成に向けて、さらな

る来園者増並びに満足度向上のための不断の努

力が必要ということでした。

コンセプトは、自然の中で憩い、遊び、健康

になり学べる。楽しさ満載の公園として、現在

のニーズに沿って農業の要素を薄め、自然環境

や遊び等を軸に据えたものになっています。

また、資料の下部にあるとおり、主な具体的

な取組として、親しみや愛着が湧く新たな愛称

・ロゴマークの導入、四季折々の花が楽しめる

園内整備や、キャンプ場・コテージの拡充等、

自然観察及びアウトドア志向の高まりへの対応、

遊具などの子ども向け施設の充実とミニ動物園

などへのアクセス向上、ウォーキングやランニ

ングのコース設定と路面への距離表記などの健

康づくりに資する園内整備、施設等の長寿命化
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及び計画的更新、安全性確保のための側溝への

蓋設置といった項目に加えて提供するサービス

や園内環境を充実させるために新たな利用者負

担の導入についても提案いただいています。

次のページを御覧ください。この提言を反映

させた県の見直しの方向性です。

まず、設置目的については、現在の農業・農

村の文化等の学習する場に、レクリエーション

及び保健の場を加えたいと考えています。あわ

せて、多くの県民に親しみを持っていただける

よう、新たな愛称・ロゴマークも導入します。

主な具体的取組は資料中央から下部にあると

おりですが、風のリズム広場などの低利用エリ

アの再検討も進めます。駐車場は令和４年４月

以降に有料化し、料金は近隣施設や他自治体の

類似施設を参考に、普通車１日１台当たり３０

０円、大型車１千円、最初の３０分は無料とす

る方向で検討します。その収入は、指定管理者

の新たな取組や、提供サービスを充実するため

の施設等の修繕・改修に活用します。

見直しにあたっては条例改正が必要であるこ

と、加えて公園は多くの県民が利用する施設で

あることから、１０月にパブリックコメントを

実施する予定です。その後、県民の皆さまの意

見を参考に見直しの方向性を確定させて、条例

改正の手続や愛称・ロゴマークの公募等を年度

内に進めます。現時点では、愛称の公募は、１

１月中旬頃から行い年明けに決定、その後ロゴ

マークの制作、公表を３月までに行います。

また、条例改正は、施設設置目的の変更や、

駐車場料金の設定等、令和４年第１回定例会で

提案を予定しています。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

元吉委員 さきほどもちょっと言いましたが、

農業文化公園については、ぜひ全庁的に検討を

加えていただきたいと思います。と言うのが、

いろんな施設、マイナスの施設もありますが、

この農業公園については非常に有望性があると

私自身は感じています。近隣には日出のハーモ

ニーランドがあり、別府にもすぐ行けるという、

正にトライアングルの観光地になれると思いま

す。

ただ、今まで無料で来園していただいていた

ので、例えば、今の指定管理をどうやって下げ

ようかと思ったら、人件費も含めてどうしても

管理エリアを縮めないと無理だと思います。指

定管理になったら何で県の直轄より半分以下に

なるのか、これは当たり前ですよね。パートを

雇ったり、人件費をはるかに安く抑えて安くあ

げるというのは民間の場合は当たり前だと思い

ますが、それでもこれだけ経費がかかる部分に

ついては、やはり抜本的な見直しをして、もう

少し集約させる。

例えば、右のエリアは大人の遊び場のスペー

スで、左は家族、子どもたちの遊び場スペース

という感じでぐんと縮めてやらないと、なかな

か難しいと思います。３００円の駐車料を取る

のは、個人的にはちょっと中途半端のような気

がします。もちろん議案に反対しませんが、逆

に、子供１００円、大人２００円くらいの入場

料を取っても来るようにできると本当に思って

います。アクセスもいいし、ここは何とかもう

一頑張り、二頑張りして、ぜひ、将来につなげ

られるような施設にしてもらいたいと強く要望

します。

例えば、釣りとかバーベキューができるとか、

そういう子どもたちの遊び場、オートキャンプ、

宿泊バンガローとかを再構築でいいですから、

私は、ここは何億円か金をかけてもいいと思っ

ています。将来にわたって採算ベースに乗れる

ような魅力のある施設だと思っているので。た

だ、今の１２０ヘクタールの面積を維持管理し

ようという状況であれば、まさにマリンカルチ

ャーのような目に遭うのではないかと非常に危

惧しています。

さきほど言ったように農林水産部の問題じゃ

ないと思います。これは県の全体の中で論議を

し、もう一遍取り組もうと。なかったものを一

から作るという気持ちで考えを、意見交換をや

ろうという形で、ぜひ努力していただきたいと

思います。部長どうでしょうか。

佐藤農林水産部長 委員の意見も踏まえ、今回、
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提言をいただくメンバーも、やはり利用者に近

い目線を入れた意見を聞きたいということで、

ダイハツの事務の若い方とか、オートキャンプ、

アウトドアに精通した人、また、経営面もとい

うことで、日本政策投資銀行の方にも入ってい

ただいています。いろんな意見を検討しながら

やっているので、御指導をよろしくお願いしま

す。

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。

猿渡委員外議員 コキアがだんだん赤くなる時

期ですが、コキアで大きいのは、やはりＳＮＳ

効果だと思います。紅葉の時期だけでなく、緑

のコキアもうんと楽しめるということをＰＲし

たり、四季の花とかでＳＮＳ映えするような施

設の整備を意識するといいと思います。

コロナ禍で一人キャンプとかも増えているし、

白川郷なんかもキャンプしている方が非常に多

く、今、屋外レジャーに関心が高まっているの

で、やはりその辺を。コロナ禍のキャンプとか

も出ていますが、どうＰＲしていくかだと思う

ので、ＳＮＳなどを県としても活用しながら、

利用を促進していくことがいるんじゃないかと

思います。

いろんな分野でＳＮＳを活用しながらやって

いるし、日々、コキアをアップしたりしていま

すが、さらにそういう活用が広がるといいと思

いますが、どうでしょうか。

吉止地域農業振興課長 四季折々の花が楽しめ

るところ、それをどうやってＰＲしていくかな

ど、今、御提案いただいた内容をこれからの検

討会の中で、ＳＮＳの活用も検討していきます。

後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

⑥から⑨の報告をお願いします。

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 資料

の２４ページを御覧ください。農業振興地域の

整備に関する法律第５条に基づく農業振興地域

整備基本方針の変更について、９月１４日付け

で国から同意を得たので御説明します。なお、

委員の皆さまには当該基本方針を配付していま

すが、農林水産委員会資料で説明します。

この法律に基づき策定される（１）の基本方

針の概要ですが、都道府県はおおむね１０年を

見通して①から③にある、確保すべき農用地等

の面積の目標や、農業振興地域の指定、農業振

興地域における農業生産の基盤の整備等の基本

的事項を定めています。

（２）の変更理由ですが、国の基本指針が昨

年の１２月に変更されたことに伴って、法に基

づく県の当該基本方針を変更したものです。

主な変更内容は（３）に記載していますが、

①の確保すべき農用地等の面積目標については、

高齢化による担い手の減少等大変厳しい環境下

ではありますが、荒廃農地の発生防止、解消等

農用地等の確保のための施策の推進等を講じる

ことにより、令和１２年に５万６００ヘクター

ルの農用地区域内の農地面積を目標として設定

しています。

また、②の農用地等の確保のための取組とし

ては、人・農地プランの実質化を通じた地域・

集落における今後の農地利用に関する話合いの

促進、農地中間管理機構を通じた農業の担い手

への農地利用の集積・集約化の加速化を位置付

づける等の変更を行いました。

吉止地域農業振興課長 資料の２５ページを御

覧ください。秋の恒例イベントとして定着して

いる、令和３年度の大分県農林水産祭について

御報告します。

本年度は、１０月１６日、１７日に別府公園

で農林部門と水産部門を合同開催する予定です。

例年、水産部門は亀川漁港で開催していますが、

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策

を徹底するために農林部門と合同開催としてい

ます。

次に感染拡大防止対策として、同時間帯に１

万５千人の入場制限等を行う対策を徹底して実

施します。

なお、例年同時開催している畜産共進会、種

畜の部は本年度は中止とします。コロナ禍です

が、県としてはこのような状況だからこそ、県

民、生産者、関係団体、行政が一体となって県

内の消費を盛り上げ、元気付けていこうと考え
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ています。

委員の皆さまにもぜひ、御参加いただきます

ようお願いします。

長谷部全国育樹祭推進室長 資料の２６ページ

をお願いします。第２１回豊かな国の森づくり

大会全国育樹祭１年前プレイベントの開催につ

いて御報告します。

県では、県民総参加の森林づくり運動を展開

しており、その運動の一環として豊かな国の森

づくり大会を毎年開催しています。本年度は１

１月１３日に豊後大野市の平成森林公園内の全

国植樹祭記念広場とその周辺森林で開催します。

今回は、来年秋に本県で開催予定の第４５回

全国育樹祭の１年前プレイベントと位置付け、

植樹や除伐などの育樹活動に加え、自然観察会

などの学習活動も行うことで、大会理念の普及

と開催機運の醸成に努めます。

委員の皆さまも、御参加をお願いします。

高野漁業管理課長 資料の２７ページをお願い

します。全国豊かな海づくり大会について御報

告します。全国豊かな海づくり大会は、天皇皇

后両陛下が毎年御臨席される国民的４行事の一

つです。

本大会については、今年の第１回の定例会に

おいて古手川委員から開催検討の御提案があり、

７月には大分県漁協から知事と県議会に対して

招致の要望書が提出されました。

検討した結果、９月７日に知事定例記者会見

において開催招致を表明させていただき、９月

１３日に大会推進委員会に対して開催申請書を

提出しました。

この大会は、つくり育てる漁業の推進を通じ、

我が国漁業の振興と発展を図ることを目的とす

るもので、第１回大会は昭和５６年に大分県で

開催されました。

現在は３年先の令和５年度まで開催県が確定

しており、招致が決まれば令和６年の秋頃の開

催になります。

後藤委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 別に御質疑等もないので、以上で

諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 別にないようですので、これをも

って農林水産部関係の審査を終わります。

執行部及び委員外議員の皆さん、大変お疲れ

さまでした。

委員の皆さんはお残りください。

〔農林水産部、委員外議員退室〕

後藤委員長 これより、協議事項に入ります。

まず、閉会中の所管事務調査についてお諮り

します。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中、継続調査をしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

後藤委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることにします。

次に、参考人招致についてです。

まずは、８月１８日に予定していた大分大学

の山浦准教授とＪＡ全農大分については、諸般

の事情により延期としたので、改めて日程調整

の上開催します。

この２件に加えて、国東市で起業し、女性の

みでレタスを生産・販売しており、これまでに

農山漁村女性活躍表彰農林水産大臣賞や、内閣

府女性のチャレンジ賞を受賞するなど、農業を

通じて女性が輝く社会づくりを進められている

ウーマンメイク株式会社の平山社長にも、取組

についてお話を伺いたいと考えています。

以上の３名について、日程調整の上、お呼び

したいと思いますがいかがでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

後藤委員長 それでは、そのようにします。

第４回定例会の開会までにお呼びしようと考

えているので、詳細な日程等について、事務局
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に調整させます。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

後藤委員長 別にないようですので、これをも

って、委員会を終わります。

お疲れさまでした。


